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「伊東市立小中学校運営協議会規則」第 6条の疑義について(メモ）

■疑義の内容

「伊東市立小中学校運営協議会規則」(以下「規則」という。）第 6 条に、「協議会は、第 5 条
第 1項の規定により承認した事項云々」とあるが、規則第 5条第 1項は、「協議会は、対象学校
の運営全般について、教育委員会に意見を述べることができる。」という規定であり、協議会

の承認行為とは無関係な条文である。

よって、規則第 6 条はその意味が通らず、何を云わんとするのか意味不明である。あるい
は、規則第 6条の条文が正しいとするならば、規則第 5条第 1項の条文は、規則第 6条との関
連において意味不明となる。

＊別紙に規則の当該部分を示す。

■原因(推測）

あくまで推測であるが、規則第 6 条の「協議会は、第 5 条第 1 項の規定により」の部分は協
議会は、第 4 条第 1 項の規定により」の誤りであり、従って規則第 5 条第 1 項の条文に誤りは
ないと思われる。

■対処

規則は、令和 4 年に公布され、この規則に基づき既にいくつかの市内小中学校に「学校運営
協議会」が設置され稼働している状況に鑑み、もし、公布された規則に誤りがあった場合、意味

不明な条文がこのまま放置されることがあれば、実に由々しき問題であると思慮する。規則第

6条の「協議会は、第 5条第 1項の規定により承認した事項」以外の大意は、「地域教育行政の
組織と運営に関する法律」第 47 条の 5 第 5 項の趣意と密接に関連すると思われることから、
適正な改正手続きによる速やかな規則の改正が必要であると思慮する。

以上



（別紙）

＊赤枠実線が疑義に関連する箇所。赤枠破線が原因(推測）に関連する箇所

＊伊東市の「 Reiki-Base検索システム」(令和 6年 3月 21日現在内容）より印刷


